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紹介受診重点医療機関の選定について
（南河内二次医療圏）
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２．改革の方向性

○ 地域の医療機関の外来機能の明確化･連携に向けて、データに基づく議論を地域で進めるため、

① 医療機関が都道府県に外来医療の実施状況を報告（外来機能報告）する。

② ①の外来機能報告を踏まえ、「協議の場」において、外来機能の明確化・連携に向けて必要な協議を行う。

→ ①・②において、協議促進や患者の分かりやすさの観点から、「紹介受診重点外来」を地域で基幹的に担う医療
機関（紹介受診重点医療機関）を明確化

・ 医療機関が外来機能報告の中で報告し、国の示す基準を参考にして、協議の場で確認することにより決定

患者の流れがより円滑になることで、病院の外来患者の待ち時間の短縮や勤務医の外来負担の軽減、医師働き方改革に寄与

紹介

紹介受診重点医療機関

逆紹介

外来機能報告、「協議の場」での協議、
紹介患者への外来を基本とする医療機関の明確化

かかりつけ医機能を担う医療機関

病院の外来患者の待ち時間
の短縮、勤務医の外来負担
の軽減、医師働き方改革

かかりつけ医機能の強化
（好事例の収集、横展開等）

〈「紹介受診重点外来」〉

○医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来 （悪性腫瘍手術の前後の外来 など）

○高額等の医療機器・設備を必要とする外来 （外来化学療法、外来放射線治療 など）

○特定の領域に特化した機能を有する外来 （紹介患者に対する外来 など）

１．外来医療の課題

○ 患者の医療機関の選択に当たり、外来機能の情報が十分得られず、また、患者にいわゆる大病院志向がある中、一部
の医療機関に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じている。

○ 人口減少や高齢化、外来医療の高度化等が進む中、かかりつけ医機能の強化とともに、外来機能の明確化･連携を進
めていく必要｡

外来医療の機能の明確化･連携

6

第７回外来機能報告等
に関するワーキンググループ

令和４年３月17日

参考
資料
１改
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紹介受診重点医療機関について

【協議の場】
①紹介受診重点外来に関する基準（※）を満たした医療機関については、

紹介受診重点医療機関の役割を担う意向を確認し、紹介率・逆紹介率等も

参考にしつつ協議を行う。

（※）初診に占める紹介受診重点外来の割合40％以上 かつ

再診に占める紹介受診重点外来の割合25％以上

②紹介受診重点外来に関する基準を満たさない医療機関であって、

紹介受診重点医療機関の役割を担う意向を有する医療機関については、

紹介率・逆紹介率等（※）を活用して協議を行う。

（※）紹介率50％以上及び逆紹介率40％以上

③協議が整った場合に、紹介受診重点医療機関として都道府県が公表する。

○ 外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、紹介受診重点外来の機能に着目して、以下のとおり紹

介患者への外来を基本とする医療機関（紹介受診重点医療機関）を明確化する。

①外来機能報告制度を創設し、医療機関が都道府県に対して外来医療の実施状況や紹介受診重点医療機関となる意向の有

無等を報告し、

②「協議の場」において、報告を踏まえ、協議を行い、協議が整った医療機関を都道府県が公表する。

協議の場における協議

【外来機能報告】
○紹介受診重点外来等の実施状況

・医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
・高額等の医療機器・設備を必要とする外来
・特定の領域に特化した機能を有する外来

○紹介・逆紹介の状況
○紹介受診重点医療機関となる意向の有無
○その他、協議の場における外来機能の明確化・連携の推進のための必要
な事項

紹介

逆紹介

かかりつけ医機能を担う医療機関

・病院の外来患者の待ち時間の短縮
・勤務医の外来負担の軽減
等の効果を見込む

患者がまずは地域の「かかりつけ医

機能を担う医療機関」を受診し、必

要に応じて紹介を受けて紹介受診

重点医療機関を受診する。

状態が落ち着いたら逆紹介を受けて

地域に戻る受診の流れを明確化。

国民への周知・啓発

紹介受診重点医療機関
外来機能報告（紹介受診重点外来の項目、意向等）

医療機関 都道府県

⇒公表

第 １ ９ 回 第 ８ 次 医 療 計 画

等 に 関 す る 検 討 会
令 和 ４ 年 １ １ 月 ２ ４ 日

資料
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紹介受診重点医療機関に係る診療報酬上の取扱い
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紹介受診重点医療機関に係る診療報酬上の取扱い
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紹介受診重点医療機関に係る診療報酬上の取扱い



紹介受診重点医療機関
の選定対象

紹介受診重点医療機関として選定された場合に算定できる
診療報酬等

紹介状なしで受診する
場合等の定額負担

紹介受診重点医療機関
入院診療加算

連携強化診療
情報提供料※３

①特定機能病院・
地域医療支援病院

○
ー

（すでに定額負担を徴収しており、
追加負担徴収はない）

× ○

②一般病床
200床以上の病院
（①除く）

○ ○ △※２ ○

③一般病床
200床未満の病院・
有床診療所・
無床診療所※１

○ × × ○

※１：外来機能報告医療機関に限る ※２：専門病院入院基本料・障害者施設等入院基本料の算定している場合は除く
※３：既存の対象算定患者に加え、「200床未満の病院又は診療所から紹介された患者」について算定可能となる。
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紹介受診重点医療機関に係る診療報酬上の取扱い



○大阪府全域では、85施設（病院83施設、有床診療所２施設）を紹介受診重点医療機関として選定。

（単位：医療機関数）

紹介受診重点医療機関
として選定

「基準」満たす 「基準」満たさない

①特定機能病院 7 6 1

②地域医療支援病院 50 46 4

③一般病床200床以上の病院
（①、②除く） 22 18 4

④一般病床200床未満の病院 4 3 1

⑤有床診療所等 2 2 0

合計 85 75 10

令和６年度保健医療協議会（令和７年２月）における紹介受診重点医療機関の選定状況
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❷ 紹介受診重点医療機関の選定にかかる

協議方針について
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外来機能報告制度を活用した紹介受診重点医療機関に係る協議の進め方

【紹介受診重点外来の基準と医療機関の意向の考え方】

「紹介受診重点外来の基準を満たす×意向あり」の場合

・ 特別な事情がない限り、紹介受診重点医療機関となることが想定される。

「紹介受診重点外来の基準を満たす×意向なし」の場合

・ 当該医療機関の意向が第一であることを踏まえつつ、当該地域の医療提供体制のあり方を協議の上、２回目の協議に改めて意向を確認する。

「紹介受診重点外来の基準を満たさない×意向あり」の場合

・ 紹介受診重点外来に関する基準に加え、紹介率・逆紹介率等を活用して協議を行う。

１

２

３

意向あり

▪ 紹介受診重点医療機関
＊「外来医療に係る協議の場」での確認

意向なし

▪ 「外来医療に係る協議の場」での協議
満
た
す

満
た
さ
な
い

紹
介
受
診
重
点
外
来
の
基
準

－
▪ 「外来医療に係る協議の場」での協議

「外来医療に係る協議の場」での協議

地域性や医療機関の特性等を考慮して
協議（１回目） 協議を再度実施（２回目）

医療機関の意向と異なる結論
となった場合

１ ２

３

（参考）「外来機能報告等に関するガイドライン」 19

令和５年５月24日

令和５年度 第１回
医 療 政 策 研 修 会
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令和７年度保健医療協議会での紹介受診重点医療機関選定にかかる協議方針（案）

○紹介受診重点医療機関の選定は、地域における協議の場において、協議方針を確認の上、協議いただくことが必要であり、
協議にあたっては、協議方針（案）を参考に協議方針を決定の上、選定にかかる協議を実施。

「紹介受診重点外来の基準」を満たし、
紹介受診重点医療機関への意向がある医療機関

基準を満たしているので、
紹介受診重点医療機関として選定する

基準を満たしているが意向がないので、
紹介受診重点医療機関として選定しない※２

＜協議方針（案）＞

13

➊

❸

❷

「紹介受診重点外来の基準」は満たさないが、
紹介受診重点医療機関への意向がある医療機関

基準は満たしていないが、
下記を参考に選定にかかる協議を行う

・国参考水準（紹介率・逆紹介率）の達成状況
【令和７年度外来機能報告データ】

・前回（令和６年度保健医療協議会）協議の選定結果

・紹介受診重点医療機関への意向がある理由※３

【理由書の提出のあった医療機関のみ】

❹

＜外来機能報告での報告内容※１＞

「紹介受診重点外来の基準」を満たし、
紹介受診重点医療機関への意向がない医療機関

「紹介受診重点外来の基準」は満たさず、
紹介受診重点医療機関への意向がない医療機関

意向がないので、
紹介受診重点医療機関として選定しない

※１ 現在紹介受診重点医療機関で、新規開設等により外来機能報告結果のない医療機関については、当該医療機関に対し、別途、紹介受診重点医療機関への意向を確認。
※３ ※１に該当する医療機関に意向がある場合、協議にあたって参考とする外来機能報告結果がないため理由書の提出を必須とする。

※２ 今後の地域の医療体制等を踏まえ、協議の場において紹介受診重点医療機関の
さらなる確保が必要との意見があった場合には、この限りではない。
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協議会後に選定辞退を申し入れた医療機関の取り扱いについて

【医療機関からの辞退申し入れ連絡後の流れ】

１．事務局（保健所等）から、保健医療協議会委員に対し、紹介受診重点医療機関の辞退を申し入れた

医療機関について意見照会。

⇒保健医療協議会委員は、辞退について意見がある場合、期限内に事務局へ意見照会について回答。

２．事務局（保健所等）は、保健医療協議会会長に、委員意見照会の結果について報告。

⇒保健医療協議会会長は、選定辞退についての適否を判断。

３．事務局（保健所等）は、保健医療協議会会長による選定辞退適否判断の結果を保健医療協議会委員へ報告。

＜協議会後、選定辞退を申し入れた場合の取り扱い（案）＞

○紹介受診重点医療機関の選定については、毎年度、外来機能報告のデータを基に、協議することとなっている。
○今後も、保健医療協議会において選定にかかる協議を行うことなるが、選定された医療機関が協議会後、
選定辞退を申し入れた場合、以下の取り扱いとする。

【適当】⇒大阪府は、保健所等から選定辞退が適当とされた医療機関について、保健所等から報告のあった
翌月に紹介受診重点医療機関のリスト（大阪府ホームページ公表）から削除。

【不適当】⇒次回の保健医療協議会において、次年度の外来機能報告等を用い改めて協議。

選定辞退適否の結果別取り扱い

参考 令和５年度保健
医療協議会資料
（一部改変）



○再編を伴わない名称変更・二次医療圏内の移転・開設者変更の場合は、変更時に府において公表リストの修正を行い、

再編・二次医療圏を越える移転の場合は、事前（再編・移転前）に保健医療協議会で協議を実施。

◆再編を伴わない名称変更・二次医療圏内の移転・開設者変更の場合

◆再編・二次医療圏を越える移転の場合

再編等を予定している場合の方針・対応について

方
針

医療機関の役割等の実質的な変更が見込まれることから、事前（再編・移転前）に保健医療協議会で協議を行う

（移転の場合は、移転前及び移転後の２圏域における保健医療協議会で、事前に協議・確認を行う）

具
体
的
対
応

○再編・移転後の医療機関が紹介受診重点医療機関としての意向がある場合、選定するか否かについて協議

○協議にあたり、

・再編・移転前後の紹介受診重点外来の実施状況（見込み）

・地域の外来機能の明確化・連携の推進のための取組（例：再編・移転後の外来における人材の配置予定数や

高額等の医療機器・設備の保有予定、地域における外来医療の連携体制の構築状況など）

等を書面（理由書）で提出を求める

※再編・移転後の実施状況等について、必要に応じ、協議会から報告を求めることがある

方
針

変更時に府において公表リストの当該医療機関名称等を修正し、再公表

（当該医療機関に係る協議は、外来機能報告における診療実績等の状況を元に毎年度保健医療協議会で行う）

具
体
的
対
応

○当該医療機関を所管する保健所が、紹介受診重点医療機関の公表リスト項目※の変更について把握した際に、大阪府

保健医療企画課にその旨を連絡
※医療機関名称、医療機関住所、電話番号、公表⽇、廃⽌⽇、保険医療機関コード、一般病床数が200床以上かどうか

○連絡をうけた保健医療企画課において、紹介受診重点医療機関のリストを更新、公表

15

次スライド：協議方針（案）

令和６年度保健
医療協議会資料
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○令和７年度保健医療協議会において紹介受診重点医療機関として選定された医療機関が、令和８年度保健医療協議会
開催時期（令和９年２月末）までに再編等を予定している場合、下記の協議方針（案）を参考に協議方針を決定の上、
選定にかかる協議を実施。
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再編・二次医療圏を越える
移転後に意向がある

下記の点等が記載された理由書を参考に、選定にかかる協議を行う

・再編後の紹介受診重点外来の実施状況（見込み）
・地域の外来機能の明確化・連携の推進のための取組
（例：再編後の外来における人材の配置予定数や高額等の医療機器・設備の

保有予定、地域における外来医療の連携体制の構築状況など）

再編・二次医療圏を越える
移転後に意向がない

➊

＜協議方針（案）＞＜紹介受診重点医療機関への意向の有無＞

❷

※選定された場合、再編後の実施状況等について、必要に応じ、協議会から報告を求める

再編等を予定している場合の紹介受診重点医療機関選定にかかる協議方針（案）

意向がないので、再編・二次医療圏を越える移転後の医療機関は、
紹介受診重点医療機関として選定しない

＜協議対象医療機関＞

○本協議会で紹介受診重点医療機関として選定され、令和８年度保健医療協議会開催時期（令和９年２月末）までに
再編・二次医療圏を越える移転を予定している医療機関



❸ 令和７年度の選定について
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令和７年度外来機能報告において、対象医療機関の約92％の医療機関が外来機能報告を提出している

令和７年度 外来機能報告提出状況

18

※「報告様式１」を提出

参照：令和７年度外来機能報告（速報値：令和●年●月●⽇現在）

報告済※ 未報告 合計

医療機関数 割合 医療機関数 割合 医療機関数

豊能 52 98.1% 1 1.9% 53

三島 40 97.6% 1 2.4% 41

北河内 71 95.9% 3 4.1% 74

中河内 39 88.6% 5 11.4% 44

南河内 42 95.5% 2 4.5% 44

堺市 48 88.9% 6 11.1% 54

泉州 72 94.7% 4 5.3% 76

大阪市 211 88.3% 28 11.7% 239

北部 52 91.2% 5 8.8% 57

西部 33 86.8% 5 13.2% 38

東部 70 87.5% 10 12.5% 80

南部 56 87.5% 8 12.5% 64

大阪府（全体） 575 92.0% 50 8.0% 625

18参照：令和７年度外来機能報告（速報値：令和８年１月29⽇現在）
※「報告様式１」を提出



○大阪府全域では、紹介受診重点医療機関の選定意向がある医療機関は、
重点外来の基準を満たす医療機関では81機関、 基準を満たさない医療機関では８機関となっている。
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（単位：医療機関数）

（単位：割合）

重点外来の「基準」満たす 重点外来の「基準」満たさない
未報告 合計

選定「意向」あり 選定「意向」なし 選定「意向」あり 選定「意向」なし

①特定機能病院 6 0 1 0 0 7

②地域医療支援病院 48 0 4 0 0 52

③一般病床200床以上の病院（①、②除く） 21 4 3 21 0 49

④一般病床200床未満の病院 3 25 0 299 24 351

⑤有床診療所等 3 4 0 133 26 166

合計
81 33 8 453

50 625
114 461

紹介受診重点医療機関の選定に係る外来機能報告の報告状況（大阪府全域）

参照：令和７年度外来機能報告（速報値：令和８年１月29⽇現在）

重点外来の「基準」満たす 重点外来の「基準」満たさない
未報告 合計

選定「意向」あり 選定「意向」なし 選定「意向」あり 選定「意向」なし

①特定機能病院 86% 0% 14% 0% 0% 100%

②地域医療支援病院 92% 0% 8% 0% 0% 100%

③一般病床200床以上の病院（①、②除く） 43% 8% 6% 43% 0% 100%

④一般病床200床未満の病院 1% 7% 0% 85% 7% 100%

⑤有床診療所等 2% 2% 0% 80% 16% 100%



○南河内二次医療圏では、紹介受診重点医療機関の選定意向がある医療機関は、
重点外来の基準を満たす医療機関では６機関、基準を満たさない医療機関では０機関となっている。

20

（単位：医療機関数）

（単位：割合）

重点外来の「基準」満たす 重点外来の「基準」満たさない
未報告 合計

選定「意向」あり 選定「意向」なし 選定「意向」あり 選定「意向」なし

①特定機能病院 0 0 0 0 0 0

②地域医療支援病院 3 0 0 0 0 3

③一般病床200床以上の病院（①、②除く） 3 0 0 0 0 3

④一般病床200床未満の病院 0 1 0 24 2 27

⑤有床診療所等 0 0 0 10 0 10

合計
6 1 0 34

2 43
7 34

紹介受診重点医療機関の選定に係る外来機能報告の報告状況（南河内二次医療圏）

参照：令和７年度外来機能報告（速報値：令和８年１月29⽇現在）

重点外来の「基準」満たす 重点外来の「基準」満たさない
未報告 合計

選定「意向」あり 選定「意向」なし 選定「意向」あり 選定「意向」なし

①特定機能病院 ー ー ー ー ー ー

②地域医療支援病院 100% 0% 0% 0% 0% 100%

③一般病床200床以上の病院（①、②除く） 100% 0% 0% 0% 0% 100%

④一般病床200床未満の病院 0% 4% 0% 89% 7% 100%

⑤有床診療所等 0% 0% 0% 100% 0% 100%



参考資料
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項目 定義（外来機能報告マニュアル改変）

紹介受診重点
外来患者

（令和６年４月１⽇～
令和７年３月３１⽇の
１年間の患者延べ数）

「紹介受診重点外来の患者延べ数」は「医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来の患者延べ数」、「高額等の医療機器・設備を
必要とする外来の患者延べ数」、「特定の領域に特化した機能を有する外来の患者延べ数」のいずれかに該当する患者。
なお、「患者延べ数」とは、患者毎の受診⽇数を合計したものとします。

※各項目を合計した数字ではありません。各報告項目については個別で計上いただき報告いただきますようご留意ください。
例えば「医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来」、「高額等の医療機器・設備を必要とする外来」、「特定の領域に特化
した機能を有する外来」を同一の診療⽇に受診した場合は１カウント、全て異なる診療⽇に受診した場合は３カウントとなります。

医療資源を
重点的に活用する
入院の前後の外来

次のいずれかに該当した入院を「医療資源を重点的に活用する入院」とし、その前後30⽇間の外来の受診を、｢医療資源を重点的に活用
する入院の前後の外来｣を受診したものとします（例：がんの手術のために入院する患者が術前の説明･検査や術後のフォローアップを外来
で受けた等）。
・Kコード（手術）を算定 ・Jコード（処置）のうちDPC入院で出来高算定できるもの（※１）を算定

※１：6000㎠以上の熱傷処置、慢性維持透析、体幹ギプス固定等、1000点以上
・Lコード（麻酔）を算定 ・DPC算定病床の入院料区分 ・短期滞在手術等基本料３を算定
※「医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来」のうち複数の外来を受診している場合は、受診⽇が異なる場合にのみ別途計上
してください。

高額等の医療機器・
設備を必要とする
外来

次のいずれかに該当した外来の受診を、｢紹介受診重点外来｣を受診したものとします。
・外来化学療法加算を算定 ・外来腫瘍化学療法診療料を算定
・外来放射線治療加算を算定 ・短期滞在手術等基本料１を算定
・Dコード（検査）、Eコード（画像診断）、Jコード（処置）のうち地域包括診療料において包括範囲外とされているもの（※２）
を算定 ※２：脳誘発電位検査、CT 撮影等、550点以上
・Kコード（手術）を算定 ・Nコード（病理）を算定

特定の領域に特化し
た機能を有する外来

次の外来の受診を、｢紹介受診重点外来｣を受診したものとします。
・診療情報提供料（Ⅰ）を算定した30⽇以内に別の医療機関を受診した場合、当該「別の医療機関」の外来

紹介受診重点外来の算定項目（外来機能報告）
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項目 定義（外来機能報告マニュアル）

紹介率のための
初診患者数※

医学的に初診といわれる診療行為があった患者数（入院レセプトにおける初診を含みます）から、以下の項目を
除いた数（入院レセプトを含む）。
・救急患者
・休日又は夜間に受診した患者
・自院の健康診断で疾患が発見された患者

紹介患者数※

開設者と直接関係のない他の病院又は診療所から紹介状により紹介された者の数。(ただし、初診の患者に限り
ます。また、紹介元である他の病院又は診療所の医師からの電話情報により医師が紹介状に転記する場合及び

他の病院又は診療所等における検診の結果、精密検診を必要とされた患者の精密検診のための受診で、紹介状
又は検査票等に、紹介目的、検査結果等についてその記載がなされている場合を含みます。)

逆紹介患者数※
他の病院又は診療所に診療状況を示す文書を添えて紹介した者の数。(ただし、開設者と直接関係のある他の機
関に紹介した患者を除きます。)

紹介率※※ 紹介患者数÷紹介率のための初診患者数×100 小数点第二位を四捨五入

逆紹介率※※ 逆紹介患者数÷紹介率のための初診患者数×100 小数点第二位を四捨五入

※令和６年４月１日～令和７年３月３１日の１年間

外来機能報告における紹介患者・逆紹介患者の定義

※※紹介率及び逆紹介率の定義は地域医療支援病院の要件として「医療法の一部を改正する法律の施行について」
（平成 10 年健政発 639 号厚生省健康政策局長通知）第二の３⑴に定める定義と同じ 23



○再編・移転の形式及び再編・移転後の医療機関の紹介受診重点医療機関の意向に応じた対応は、下記のイメージとなる。

例１ 例２ 例３ 例４ 例５

移
転
・
再
編
前

移
転
・
再
編
後

協
議
等
の
有
無

移転の前年度に、以下の協
議・確認を行う
○A機関の紹介受診重点医
療機関の公表を11月１
⽇に削除することについて、
a圏域協議会で確認

○B機関を11月１⽇付で紹
介受診重点医療機関に
選定することについて、b圏
域協議会で協議

移転の前年度に、以下の確
認を行う
○A機関の紹介受診重点医
療機関の公表を11月１
⽇に削除することについて、
a圏域協議会で確認

※B機関を紹介受診重点医
療機関に選定しないことに
ついては協議を行わない

移転時点のA機関・B機関に
係る事前の協議等は行わな
い
（B機関については、次年度
のb圏域協議会で選定にかか
る協議を行う）

再編の前年度に、以下の協議を行う
○C機関を11月１⽇付で紹介受診重点
医療機関に選定すること

再編の前年度に、以下２点の協議を行う
○C機関を11月１⽇付で紹介受診重点
医療機関に選定すること

○D機関を11月１⽇付で紹介受診重点
医療機関に選定すること

再編・二次医療圏を越える移転の例及び意向の有無による対応イメージ

A機関（10月31⽇廃院）
【紹介受診重点医療機関】

B機関（11月１⽇開院）
【紹介受診重点医療機関の

意向あり】

A機関（10月31⽇廃院）
【紹介受診重点医療機関】

B機関（11月１⽇開院）
【紹介受診重点医療機関の

意向なし】

二次医療圏を越える移転 再編

A機関（10月31⽇廃院）
【紹介受診重点医療機関

未選定】

B機関（11月１⽇開院）
【紹介受診重点医療機関の

意向あり】

B機関
（10月31⽇廃院）
【紹介受診重点
医療機関未選定】

A機関
（10月31⽇廃院）
【紹介受診重点
医療機関】

C機関（11月１⽇開院）
【紹介受診重点医療機関の

意向あり】

A機関
（10月31⽇廃院）
【紹介受診重点
医療機関】

C機関
（11月１⽇開院）
【紹介受診重点
医療機関の
意向あり】

B機関
（10月31⽇廃院）
【紹介受診重点
医療機関未選定】

D機関
（11月１⽇開院）
【紹介受診重点
医療機関の
意向あり】

a二次医療圏

b二次医療圏

a二次医療圏

b二次医療圏

a二次医療圏

b二次医療圏
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